
　作成：2019年4月20日

［１］運営について 西尾市地域年少者リーグ戦計画責任者：小笠原幹司

１）各クラブ（チーム）毎の試合日時（時間）や審判担当等については『別紙 ③（3年生）,④（2年生）,⑤（1年生&園児）』による。

２）各リーグ戦日毎の準備担当チームを以下の如く割り振り　/　準備は“エントリー学年に関係なく”で協力要〔注．不都合時は他クラブと入替え調整要〕

【集合時間】「“一色･西尾SC…7:30～”必要備品をピッチサイド搬入」, 「“その他準備担当チーム…7:45～”準備開始」が出来るように集合要

［２］試合のルール … 以下に係わらず、細部の裁量&判断は「主審」に一任 / 「グリーンカード制度の採用」を任意で推奨

基本的には「JFAルール」に準拠し運営するものとし、細部/最終判断は「担当審判の裁量」に委ねる。

１）３年生･２年生：｢JFA：8人制サッカー競技規則｣に準じながら地域リーグの特別ルールを採用。

２）１年生：「西尾市少年少女サッカーリーグ」の特別ルールを採用。

　《 主なもの … ●印：「JFA（orAIFA）」8人制ルール/▲印：「西尾市少年少女サッカーリーグ」特別ルール 》
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［３］雨天等、リーグ戦中止の扱い

１）「天候不順（小雨,天候悪化が見込まれる場合）」や「ピッチコンディション不良」時は“リーグ戦を中止（延期）”します。延期日程は別途「年少者リーグ責任者発」の通知による。

２）リーグ戦実施の可否の判断に迷う場合は､「 リーグ戦日の７時過ぎ … [会場提供チーム]連絡責任者宛 」でTEL（携帯）確認下さい。

　 　… リーグ戦前日時点でリーグ戦日の天候不順等が明らかな場合を除いては､原則「 リーグ戦当日の“朝７時”に実施するorしない 」を決定

［４］リーグ戦の参加に不都合が生じた場合

１）各リーグ戦日“2週間前の日曜日：15:00”までに､メールにて 「 年少者リーグ責任者宛 」 で連絡を下さい。

　　 ⇒ 参加可否の全体状況を把握し､暫定版等への組替え連絡を各クラブ連絡責任者宛で情報を流します。（ … リーグ戦日 ８日前の土曜日目処 ）

２）“リーグ戦日のまぎわ”に｢参加不可｣となった場合は､クラブの 「 連絡責任者等×全関係クラブ（チーム）間で“リーグ戦変更”の調整 」 を行って下さい。

第17回　『2019年度「西尾市 少年少女サッカーリーグ戦」の運営』について 仮

〈準備割付〉

日付 5月19日 6月16日 6月23日 7月21日 10月6日 11月3日 11月17日

リーグ戦 2年/1年以下 3年/1年以下 2年/1年以下 3年/1年以下 3年/1年以下 2年/1年以下 2年/1年以下

9月1日 9月15日 9月29日

3年/1年以下 2年/1年以下 3年/1年以下

準備担当

チーム

はずFC はずFC はずFC FCリーヴェス

西尾SS 西尾SS 碧南FC FC西尾タートルズ 日進SS 日進SS 西尾SS 西尾SS

碧南FC FCリーヴェス はずFC FC西尾タートルズ 碧南FC FC西尾タートルズ

日進SS FCリーヴェス

一色･西尾SC 一色･西尾SC 一色･西尾SC 一色･西尾SC 一色･西尾SC 一色･西尾SC

　　　注）リーグ戦終了後の後片付けは､『各日“最終試合（又は使用）チーム”』を中心に｢コーナーフラッグ｣や｢小ゴール｣等の撤収にご協力下さい。 　注）

予備日へ順延時、適宜｢準備担当｣クラブを

振替or追加しますのでご協力下さい。

項目 3年生 2年生 1年生

一色･西尾SC 一色･西尾SC 一色･西尾SC 一色･西尾SC

 競技者の数  ●原則、８人制（内1人はゴールキーパー）とし自由な交代  ▲原則、５人制（内1人はゴールキーパー）とし自由な交代

 ▲学年を前後した者の出場も認める （上級の者が下級学年の試合にも参加可/但し､ケガ防止に配慮し各学年の試合に3才以上､離れた者の出場は自粛）

▲増員での対戦は相互チーム間で調整がつけば可 ▲相手チームの承諾なしに“＋2～-1人（Max:10人/7人）”での試合も可

 競技のフィールド ●AIFA推奨ピッチサイズに準拠（8人制 / 4&3年生×2&1年生の中間サイズ） ▲13ｍ×25ｍ / ペナルティーエリアは設けない

 ボール 少年用４号球 ▲少年用４号の軽量球を推奨

 試合時間 ▲12-5-12分 ▲10-5-10分 （12-5-12分）

　【各試合時間は｢リーグ戦表｣明示よる】  ▲アディショナルタイムはランニング扱い （同点時のPKなし）

 プレーの開始･再開 ●プレーの再開前に必要に応じてファウル内容等の指導を行う事（ルール細部は“第11条以降”の記載に従う）　注:プレーの再開方法は変更なし

 競技者の用具 ［ 変更なし/▲選手チェックは割愛 ］

 主審 ●主審１人制（▲予備審は設けない）

 副審 ●副審は設けない

 ファウルと不正行為 ［ 変更なし（▲レッド及びイエローカードの掲示は行わずに必要に応じてファウル内容の指導を行う事） ]

 フリーキック ●相手競技者は７ｍ以上ボールから離れる事  ▲相手競技者は3ｍ以上ボールから離れる事

 ペナルティーキック ●ペナルティーマークはゴールラインより８ｍ推奨（▲審判歩測）  ▲ペナルティーマークはゴールﾗインより6ｍ推奨（審判歩測）

 ボールのインプレー及びアウトオブプレー ［ 変更なし（11人制ルールに同じ） ］

 得点の方法 ［ 変更なし（11人制ルールに同じ） ］

 オフサイド ●明らかな場合のみを罰す（疑わしきは罰せず） ▲オフサイドルールは採用しない

 コーナーキック ●相手競技者は７ｍ以上ボールから離れる事  ▲相手競技者はゴールエリア相当の距離まで離れる事

 スローイン ［ 変更なし ］ ▲ファウルスローは適用しない（罰しない） ⇒ 指導＋やり直しで再開

 ゴールキック 　［ 変更なし ］  ▲相手競技者は3ｍ以上ボールから離れる事


